
１．件 名：東海発電所、東海第二発電所及び敦賀発電所の保安規定変更に関す

る面談 

２．日 時：令和元年１１月１３日 １０時００分～１０時４５分 

３．場 所：原子力規制庁 ９階Ａ会議室 

４．出席者 

  原子力規制庁： 

   原子力規制部審査グループ 実用炉審査部門 

塚部管理官補佐、池田廃止措置専門官、照井安全審査官、 

矢野保安規定三係長 

   

事業者： 

日本原子力発電株式会社 

 発電管理室 プラント管理グループ 課長 他４名 

 

５．要旨 

（１）日本原子力発電株式会社から、東海発電所、東海第二発電所及び敦賀発電

所の組織改正等に伴う保安規定変更認可申請を予定している旨の説明が

あった。 

（２）原子力規制庁から、今後予定されている新検査制度施行を踏まえた保安規

定変更認可申請との関係を整理し、個別に申請が必要なのかどうか再検

討するよう伝達した。 

（３）日本原子力発電株式会社から、了解した旨の回答があった。 

 

６．その他 

  提出資料： 

・組織改正等に伴う変更について 

 


